
 
 

 
内部統制基本方針 

 

当社は、当社及びその子会社からなる企業集団（以下「グループ」という。）の企業理念である「キッ

ツ宣言」の実現に向けて、グループの経営基盤を健全かつ強固なものにするため、会社法及び会社法施行

規則に基づき内部統制システム（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する

ために必要なものとして定める体制）を以下の通り構築し運用します。 

 

１．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（1）当社及び子会社の取締役・使用人は、法令及び定款並びに「キッツ宣言」、「長期経営ビジョン」、

「行動指針」、「サステナビリティ基本方針」、「コーポレート・ガバナンス基本方針」、「コンプ

ライアンス行動規範」及び当社または子会社の取締役会が定めるその他の方針等に基づき、そ

の実践と遵守を徹底する。 

（2）取締役会は、定期的に業務執行取締役及び執行役員から業務執行状況について報告を受け、各

取締役の職務の執行を監督する。 

（3）監査役は、取締役の職務の執行に対し、監査役会規程及び監査役監査基準に基づく監査役監査

を実施する。 

（4）グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処、クライシスへの対

応並びにリスクマネジメントを管轄する機関として、社長を委員長とするＣ＆Ｃ管理委員会を

設置し、グループ全体の遵守を推進する。 

（5）グループにおいて、法令またはコンプライアンス行動規範への違反が生じた場合、あるいは疑

われる行為を認識した場合、通報、報告及び提言ができるグループを横断する内部通報制度を

設け、その受付窓口として、コンプライアンス・ヘルプラインを当社及び各子会社並びに弁護

士事務所内に設置する。 

（6）当社及び子会社の取締役・使用人に「コンプライアンスガイドブック」を配布し、コンプライ

アンスの啓蒙・教育を行うとともに、コンプライアンス・ヘルプラインについて周知する。 

（7）グループにおいて、反社会的勢力との関係を排除し、いかなる脅迫にも屈せず、どのような要

求であっても拒否し、毅然とした姿勢で反社会的勢力に対応する。 

 

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（1）取締役の職務の執行に係る重要な文書等（電磁的記録を含む）の情報を法令及び社内規程に従

い適切に保存し管理する。 

（2）上記の文書等の情報は、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 



 
 

 
３．当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）グループの業務執行におけるリスクマネジメントを推進するため、グループリスクマネジメン

ト担当役員を設置する。 

（2）グループの業務執行におけるリスクは、Ｃ＆Ｃ管理委員会が策定するリスク管理の方針及び評

価基準に基づいて、経営会議においてリスクの抽出、分析、評価及び対策の検討・実施を行い、

重大リスク事項の特定及び対策実施の方針については取締役会が決定する。 

（3）グループに予想される天災等による事業中断に係る危機に備えるため、事業継続計画（BCP） を

整備し運用する。 

（4）グループの業務執行に係る様々なリスクの管理体制を構築し、子会社から当社への承認申請事

項・報告事項等について定めたグループ会社規程により子会社のリスク情報を管理するほか、

内部監査室による内部監査の実施等により、グループ一体としての損失に係る危機管理を推進

する。 

（5）グループの業務執行に係るリスクを評価するため、内部統制、クライシス対応、リスクマネジ

メント、コンプライアンス、品質保証、環境、安全衛生、安全保障貿易、投融資、情報セキュ

リティ、個人情報保護、CI（コーポレート・アイデンティティ）及びサステナビリティ推進な

どに関する各種委員会組織を設置・運用することにより、必要な対応を執る。 

 

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）取締役の員数の適正化を図るとともに、執行役員制度を導入することにより、取締役会の迅速

な意思決定、監督機能強化及び業務執行における責任の明確化を図る。 

（2）豊富な経験と公正な見識を有する独立社外取締役を登用し、取締役会における経営上の決定事

項につき適正性・妥当性を高める。 

（3）当社及び子会社の取締役会における意思決定は、取締役会規程及び稟議決裁規程に基づいて行

う。 

（4）職務権限規程、稟議決裁規程及びグループ会社規程等により、取締役会からの権限委譲の範囲

を定め、迅速かつ効率的な業務執行を図る。 

（5）グループの事業活動に関し、経営基本方針、中期経営方針及び年度事業計画等を策定し、取締

役会において決定する。 

（6）経営会議において、取締役会が決定した経営方針及び経営計画に関する進捗の確認・調整を行

うとともに、経営及び業務執行に関する重要な事項について協議し決定する。 

（7）コーポレートガバナンス・コードの各原則を実現するための対応方針を定め、企業統治の充実

を図るとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う。 

（8）取締役会が適正かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえて適切な措

置を講ずる。 



 
 

 
 

５．グループにおける業務の適正を確保するための体制 

（1）グループの業務の適正と効率性を確保するため、規程類を制定・整備するとともに、経営目標

の達成状況を適時に把握・活用するために情報システムの構築・整備を進める。 

（2）グループにおける会社間の取引は、法令及び会計原則その他の社会規範に照らし、公正・妥当

なものとする。 

（3）グループ会社規程に基づき、当社において、各子会社を所管する組織を定め、子会社の取締役

等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、損失の危険の管理に関する体制、職

務の執行が効率的に行われる体制及び法令や定款に適合することを確保する体制を構築するな

ど、グループにおける業務の適正を図る。 

（4）代表取締役、業務執行取締役及び執行役員は、それぞれの職務分掌に従い、子会社が、適切な

内部統制システムを整備し、運用するよう指導する。また、子会社の代表取締役及び取締役に

対し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を求め、指導する。 

（5）当社における子会社の所管部門等は、所管する子会社の取締役を兼ねるほか、経営の監視及び

監督を行うとともに、グループ会社規程に基づき、子会社の業務の執行に係る重要事項につい

て事前承認を行う。 

（6）コーポレートスタッフ部門は、その機能別に子会社に対し必要に応じた指導を行い、効率的か

つ適正な業務の遂行を支援する。 

（7）内部監査室を設置し、当社及び子会社の内部監査を実施し、各社の業務全般にわたる内部統制

の有効性、妥当性を確保する。 

（8）内部監査室は、業務監査の計画、その実施状況及び結果について、重要度に応じて、当社の代

表取締役、各子会社を所管する取締役・執行役員及び当社の監査役並びに子会社の代表取締役

に報告する。また、取締役会に陪席し、内部監査の状況を必要に応じて直接報告する。 

（9） 財務報告の信頼性を確保するため、グループ全社の内部統制の状況及び業務プロセスについて、

内部統制委員会の方針に基づき評価、改善及び文書化を行い、取締役会はこれらの活動を定期

的に確認する。 

(10) 常勤監査役は、監査役設置会社である子会社の監査役を兼務することにより、子会社の経営状

況の監視・検証を実効的かつ適切に行うとともに、グループ全体の連結経営状況を把握できる

よう、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携する。 

(11) 取締役及び子会社の取締役は、監査役が出席または陪席する取締役会、経営会議及びその他の

重要会議等において、その担当する業務の執行状況について監査役に報告する。 

 

６．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

（1）グループ会社規程をすべての子会社に適用し、取締役会及び経営会議の決裁・報告の基準に基



 
 

 
づき、子会社が当社に対し、経営上の重要事項に関し、事前承認を求めること並びに取締役会

及び経営会議へ報告することを義務付ける。 

（2）当社における子会社の所管部門の取締役及び執行役員は、職務の執行に係る重要事項について、

所管する子会社の取締役その他使用人から適宜報告を受ける。 

 

７．当社の監査役を補助すべき使用人の配置に関する事項 

（1）監査役会及び監査役の職務を補助する組織として、監査役会直属の監査役室を設置する。 

（2）監査役室に、前号の職務を遂行するに足る能力を有する使用人（以下「監査役室員」という。）

を配置する。 

（3）監査役室は、監査役の指示に従いその職務を行うほか、監査役会の事務局業務を遂行する。 

 

８．前項の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関

する事項 

（1）監査役室員は専任とし、取締役からの独立性を保持し、他の業務執行の役職を兼務しない。但

し、子会社の監査役を兼ねることができる。 

（2）監査役室員の任命及び異動等の人事に関する事項については事前に監査役会の同意を得る。 

（3）監査役室員の人事考課は、監査役会規程に従い、監査役会が行う。 

 

９．当社及び子会社の取締役・使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関

する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

（1）当社の取締役及び子会社の取締役・監査役は、法令または定款に違反する行為その他会社の経

営または業績に重大な影響を与える行為・事項・事象については、把握次第速やかに、当社の

監査役に対し報告を行う。 

（2）当社の取締役及び子会社の取締役・監査役は、当社の監査役が業務の執行状況及び財産の状況

その他の事項について報告を求めた場合は適確に対応する。当社及び子会社の使用人について

も同様とする。 

（3）前各号の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう

必要な措置を講ずる。 

（4）内部監査室は、監査役との連携を図り、監査の結果及び監査の過程で得た重要な内部情報を適

時に監査役に報告するとともに、監査役の求めに応じ監査情報を提供する。 

（5）Ｃ＆Ｃ管理委員会は、グループにおけるコンプライアンス・ヘルプライン等への内部通報の内

容及びその対応の状況について、監査役と情報共有する。 

 



 
 

 
10．監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

（1）監査役会及び監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。

但し、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。 

（2）監査役及び監査役会の職務の執行上で利用した弁護士等の専門家への報酬その他の費用は、前

払いのものを含め、当社が負担する。 

 

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（1）監査役会は、定期的に代表取締役との間で意見交換会を開催するほか、業務執行取締役及び執

行役員と経営上の課題について情報や意見を交換する機会を設ける。 

(2) 監査役会は、会計監査人、監査役及び内部監査室と定期的に「三様監査会合」を開催し、監査

状況等の報告を受け、情報及び意見の交換を行い、緊密な連携を図る。 

（3）監査役会は、会計監査人、監査役、独立社外取締役及び内部監査室との四者で構成する「四様

監査・監督会合」を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換及び認識の共有

を図り、監査役の監査機能と独立役員の監督機能の向上に努める。 

（4）常勤監査役は、監査役制度のある子会社の監査役を兼務し、経営状況の把握に努めるほか、必

要に応じて当社及び子会社の重要会議に出席し、意見を述べることができる。 

（5）監査役及び監査役会は、監査の実施に当たり、必要と認める場合は、弁護士、公認会計士その

他の専門家を活用できる。 

 

以上 
 

 

制定・改正の記録 

2006年  5月 12日  制定・適用 

2008年  4月 11日  改正 

2012年  4月 12日  改正 

2015年  6月 11日  改正 

2018年  9月 14日  改正 

2020年  5月 27日  改正 

2021年 12月 14日  改正 


